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総合評価落札方式の内容

１．総合評価落札方式（簡易型）の考え方
総合評価落札方式（簡易型）は、各評価項目毎の評価内容に係る点数評価方法であり、５．加算

点の付与の考え方により点数を付与する方式である。

２．総合評価の仕組み
① 総合評価の仕組み
総合評価の仕組みを以下に示す。

基準評価値 ＝ 標準点（１００点）／予定価格
評 価 値 ＝（標準点＋加算点）／入札価格

予定価格 ＝ 標準案に対する工事費
入札価格 ＝ 技術提案内容等に対する見積工事費

② 落札者の決定方法
以下の条件を満たし、評価値が最も高い者を落札者とする。
ａ．入札価格≦予定価格
ｂ．最低限の要求要件（標準案の条件）を満たすこと（標準点以上）
ｃ．評価値≧基準評価値
＊ 条件を満たし、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札
者を決定する。

３．評価項目及び評価指標
①技術提案 ： 施工計画のうち、次の提案について評価する。

＊安全管理（資機材搬入など）に対する技術的所見
②入札に参加しようとする者の技術力に関する事項

同種・類似工事の施工実績、工事成績により評価
③配置予定技術者の能力に関する事項

同種・類似工事の実績により評価
④入札に参加しようとする者の信頼度・社会性に関する事項

地域内での拠点の有無、近隣での実績、地域貢献の実績などにより評価
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予定価格

入札価格

提案書の入札価格

基準評価値

評価値

標準点（標準案）に対する価格

標準点＝１００点

標準点＋加算点＝１１５点

☆ ： 落札者

★ ： 非落札者（落札条件を満たすが他と比べ評価値が低い者）

● ： 非落札者（予定価格以上）



４．標準点及び加算点
①標準点 : 発注者が求める条件（標準案）を満たしていれば、標準点として100点を付与する。
②加算点 : ５．加算点の付与の考え方に応じて付与する点数とする。

５．加算点の付与
入札参加者に対する加算点付与の考え方は以下の通りとする。

６．落札者の決定
評価値及び落札者の決定（入札参加者が10社の場合の例）

入札者 標準点
加算点
合計

点数
合計
(a)

入札価格
(b)

(億円)

評価値
(a/b)

評価順位
(落札者)

① 100 15 115 1.7000 67.6470   ☆　    　1

② 100 10 110 1.7500 62.8571 4

③ 100 10 110 1.8500 59.4594 6

④ 100 0 100 1.5500 64.5161 3

⑤ 100 15 115 1.9500 58.9743 7

⑥ 100 0 100 1.7500 57.1428 8

⑦ 100 10 110 1.6500 66.6666 2

⑧ 100 15 115 1.9000 60.5263 5

⑨ 100 10 110 2.0500 - 　注１　　-

⑩ 100 0 100 2.2000 - 　注１　　-

・注１：予定価格を超過

・☆：落札者

・予定価格＝2.0(億円)

・加算点、評価値については、少数第５位切り捨て

　加算点
（下記に示
す点数の範
囲で付与す
る)

15

12

施工の確
実性

施工計画

企業の技術力

技術者の能力

同種工事の施工実績

安全管理（貸機材搬入など）に対する技術的所見

3

簡易な
施工計画

工事成績

同種工事の実績

工事信頼度

合計加算点の最大値

災害協定等による地域貢献の実績やボランティア活動による
地域貢献の実績

別添資料２参照

評価項目及び指標

地域内での拠点の有無
企業の
信頼性，
社会性

地域精通度
地域貢献度

近隣地域での施工実績
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工事信頼度等の評価について

１．事故等による安全対策について、口頭注意後２週間は－１点、文書注意後２週間は－２点評価

とする。

２．贈賄等による指名停止の有無を評価し、営業停止又は指名停止期間処置後の３～６ヶ月、文書

注意後２ヶ月､口頭注意後１ヶ月の期間については－２点評価とする。


